
 

 

別表（第１１条の５関係） 

ロ 平成１８年４月１日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表 

鶴
岡
市 

第１号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている鶴岡市一般職の職員の給与に関する条

例（以下「施行日以後の鶴岡市給与条例」という。）の医療職給料表（１）の適用

を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもののうち鶴岡市長の定め

るもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして鶴岡市長の定めるもの 

第２号区分 

⑴ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの（第１号区分の項第１号に掲げる者を除

く。）のうち鶴岡市長の定めるもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして鶴岡市長の定めるもの 

第３号区分 

⑴ 平成１８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間において適用されてい

た鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例の医療職給料表（１）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が４級であったもの（第１号区分の項第１号及び第

２号区分の項第１号に掲げる者を除く。） 

⑵ 平成３０年４月１日以後適用されている鶴岡市一般職の職員の給与に関する条

例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であ

ったもののうち鶴岡市長の定めるもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして鶴岡市長の定めるもの 

第４号区分 

⑴ 施行日以後の鶴岡市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が７級であったもの 

⑵ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの（第３号区分の項第２号に掲げる者を除

く。）のうち鶴岡市長の定めるもの 

⑶ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が７級であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして鶴岡市長の定めるもの 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の鶴岡市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの（第３号区分の項第２号及び第４号区分の

項第２号に掲げる者を除く。） 

⑶ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が７級であったもの 

⑷ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして鶴岡市長の定めるもの 



 

 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の鶴岡市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもののうち鶴岡市長の定めるもの 

⑶ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもの 

⑷ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑸ 平成１８年４月１日以後適用されている鶴岡市技能職員に関する規則（以下「施

行日以後の鶴岡市給与規則」という。）の技能職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして鶴岡市長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の鶴岡市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもの（第６号区分の項第２号に掲げる者を除

く。） 

⑶ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑷ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑸ 施行日以後の鶴岡市給与規則の技能職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が４級であったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして鶴岡市長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の鶴岡市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１級であったもののうち鶴岡市長の定めるもの 

⑶ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級、３級又は４級であったもの 

⑷ 施行日以後の鶴岡市給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級又は３級であったもの 

⑸ 施行日以後の鶴岡市給与規則の技能職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が３級であったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして鶴岡市長の定めるもの 

第９号区分  第１号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 



 

 

新
庄
市 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている新庄市一般職の給与に関する条例（以

下「施行日以後の新庄市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が６級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている新庄市教育委員会教育職員の給与、勤

務時間、その他の勤務条件に関する条例第２条の規定により例によることとされ

た山形県職員等の給与に関する条例の適用を受ける市町村立小中学校の校長又は

教員に適用された同条例の教育職給料表（２）（以下「施行日以後の新庄市条例に

より例によることとされた山形県給与条例の教育職給料表（２）」という。）の適

用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして新庄市長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の新庄市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の新庄市条例により例によることとされた山形県給与条例の教育職

給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして新庄市長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の新庄市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の新庄市条例により例によることとされた山形県給与条例の教育職

給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であったものの

うち在職年数が１８年以上であったもの 

⑶ 平成１８年４月１日以後適用されている新庄市技能労務職員の給与の支給に関

する規則（以下「施行日以後の新庄市給与規則」という。）の技能労務職給料表の

適用を受けていた者でその受けていた給料月額が１２６号給以上であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして新庄市長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の新庄市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の新庄市条例により例によることとされた山形県給与条例の教育職

給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であったもの（第

７号区分の項第２号に掲げる者を除く。）のうち在職年数が９年以上のもの 

⑶ 施行日以後の新庄市給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその

受けていた給料月額が８５号給から１２５号給までであったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして新庄市長の定めるもの 

第９号区分  第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 

寒
河
江
市 

第４号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている寒河江市一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の寒河江市給与条例」という。）の医療職給料表（１）の

適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして寒河江市長の定めるもの 



 

 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の寒河江市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の寒河江市給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 施行日以後の寒河江市給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が６級であったもの 

⑷ 施行日以後の寒河江市給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が６級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして寒河江市長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の寒河江市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の寒河江市給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が５級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして寒河江市長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の寒河江市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の寒河江市給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が２級であったもの 

⑶ 施行日以後の寒河江市給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が５級であったもの 

⑷ 施行日以後の寒河江市給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が４級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして寒河江市長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の寒河江市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の寒河江市給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が３級又は４級であったもの 

⑶ 施行日以後の寒河江市給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が３級であったもの 

⑷ 平成１８年４月１日以後適用されている寒河江市技能労務職員の給与の支給に

関する規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその受けていた給料月額

が７７号給以上であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして寒河江市長の定めるもの 

第９号区分  第４号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 

上
山
市 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている上山市一般職の職員の給与に関する条

例（以下「施行日以後の上山市給与条例」という。）の行政職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている上山市水道企業職員の給与の支給に関

する規程（以下「施行日以後の上山市水道企業職員給与規則」という。）の企業職

給料表Ⅰの適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして上山市長の定めるもの 



 

 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の上山市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の上山市水道企業職員給与規則の企業職給料表Ⅰの適用を受けてい

た者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして上山市長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の上山市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている上山市技能労務職員の範囲並びに給与

等の支給に関する規則（以下「施行日以後の上山市給与規則」という。）の技能労

務職給料表の適用を受けていた者でその受けていた給料月額が１１７号給以上で

あったもの 

⑶ 施行日以後の上山市水道企業職員給与規則の企業職給料表Ⅰの適用を受けてい

た者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑷ 施行日以後の上山市水道企業職員給与規則の企業職給料表Ⅱの適用を受けてい

た者でその受けていた給料月額が１１７号給以上であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして上山市長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の上山市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の上山市給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその

受けていた給料月額が８５号給から１１６号給までであったもの 

⑶ 施行日以後の上山市水道企業職員給与規則の企業職給料表Ⅰの適用を受けてい

た者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑷ 施行日以後の上山市水道企業職員給与規則の企業職給料表Ⅱの適用を受けてい

た者でその受けていた給料月額が８５号給から１１６号給までであったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして上山市長の定めるもの 

第９号区分  第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 

村
山
市 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている村山市一般職の職員の給与に関する条

例（平成１８年村山市条例第２３号。以下「施行日以後の村山市給与条例」とい

う。）の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であった

もの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている村山市水道企業職員の給与の支給に関

する規程（以下「施行日以後の村山市水道企業管理規程」という。）の企業職給料

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして村山市長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の村山市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の村山市水道企業管理規程の企業職給料表（一）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして村山市長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の村山市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の村山市水道企業管理規程の企業職給料表（一）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして村山市長の定めるもの 



 

 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の村山市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の村山市水道企業管理規程の企業職給料表（一）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして村山市長の定めるもの 

第９号区分  第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 

長
井
市 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている長井市一般職の職員の給与に関する条

例（以下「施行日以後の長井市給与条例」という。）の行政職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている長井市一般職の職員の給与に関する条

例（以下「施行日以後の長井市給与条例」という。）の医療職給料表（二）の適用

を受けていた者でその属する職務の級が６級又は７級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして長井市長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の長井市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の長井市給与条例の医療職給料表（二）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして長井市長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の長井市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が３級であったもののうち受けていた給料月額が７７号給以上であっ

たもの若しくは４級であったもの又は平成１７年３月３１日において平成８年４

月以後平成１７年３月以前の長井市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた

者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の長井市給与条例の医療職給料表（二）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑶ 平成１８年４月１日以後適用されている長井市技能労務職員の給与の支給に関

する規則（以下「施行日以後の長井市給与規則」という。）の技能労務職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であったもののうち受けていた

給料月額が８１号給以上であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして長井市長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の長井市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が２級であったもののうち受けていた給料月額が４１号給以上であっ

たもの若しくは３級であったもの（第７号区分の項第１号に掲げる者を除く。）又

は平成１７年３月３１日において平成８年４月以後平成１７年３月以前の長井市

給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級若し

くは５級であったもの 

⑵ 施行日以後の長井市給与条例の医療職給料表（二）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 施行日以後の長井市給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその

属する職務の級が１級であったもののうち受けていた給料月額が９７号給以上で

あったもの又は２級であったもの（第７号区分の項第３号に掲げる者を除く。） 

⑷ 前３各号に掲げる者に準ずるものとして長井市長の定めるもの 

第９号区分  第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 



 

 

東
根
市 

第４号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている東根市一般職の職員の給与に関する条

例（以下「施行日以後の東根市給与条例」という。）の行政職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が７級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている東根市水道企業職員の給与に関する規

程（以下「施行日以後の東根市水道企業職員給与規程」という。）の企業職給料表

（１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が７級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして東根市長の定めるもの 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の東根市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の東根市水道企業職員給与規程の企業職給料表（１）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして東根市長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の東根市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の東根市水道企業職員給与規程の企業職給料表（１）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして東根市長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の東根市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている東根市技能労務職員の給与等に関する

規則（以下「施行日以後の東根市技労規則」という。）の技能労務職給料表の適用

を受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 施行日以後の東根市水道企業職員給与規程の企業職給料表（１）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑷ 施行日以後の東根市水道企業職員給与規程の企業職給料表（２）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして東根市長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の東根市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の東根市技労規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその

属する職務の級が２級であったもの 

⑶ 施行日以後の東根市水道企業職員給与規程の企業職給料表（１）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑷ 施行日以後の東根市水道企業職員給与規程の企業職給料表（２）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が２級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして東根市長の定めるもの 

第９号区分  第４号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 

尾
花
沢
市 

第３号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている尾花沢市一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の尾花沢市給与条例」という。）の医療職給料表（１）の

適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもののうち尾花沢市長

の定めるもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして尾花沢市長の定めるもの 



 

 

第４号区分 

⑴ 施行日以後の尾花沢市給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が４級であったもの（第３号区分の項第１号に掲げる者を除

く。） 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして尾花沢市長の定めるもの 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の尾花沢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の尾花沢市給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして尾花沢市長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の尾花沢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の尾花沢市給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が２級であったもののうち尾花沢市長の定めるもの 

⑶ 施行日以後の尾花沢市給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が５級であったもののうち尾花沢市長の定めるもの 

⑷ 施行日以後の尾花沢市給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が５級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして尾花沢市長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の尾花沢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の尾花沢市給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が２級であったもの（第６号区分の項第２号に掲げる者を除

く。） 

⑶ 施行日以後の尾花沢市給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が５級であったもの（第６号区分の項第３号に掲げる者を除

く。） 

⑷ 施行日以後の尾花沢市給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が４級であったもの 

⑸ 平成１８年４月１日から平成２７年３月３１日までの間において適用されてい

た尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則（以下「平成１８年４月以

後平成２７年３月以前の尾花沢市給与規則」という。）の技能労務職給料表の適用

を受けていた者でその受けていた給料月額が１２９号給以上であったもの 

⑹ 平成２７年４月１日以後適用されている尾花沢市技能労務職員の給与等の支給

に関する規則（以下「平成２７年４月以後の尾花沢市給与規則」という。）の技能

労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑺ 前各号に掲げる者に準ずるものとして尾花沢市長の定めるもの 



 

 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の尾花沢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の尾花沢市給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が１級であったもののうち尾花沢市長の定めるもの 

⑶ 施行日以後の尾花沢市給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が２級であったもののうち尾花沢市長が定めるもの又は３級

若しくは４級であったもの 

⑷ 施行日以後の尾花沢市給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が２級であったもののうち尾花沢市長が定めるもの又は３級

であったもの 

⑸ 平成１８年４月以後平成２７年３月以前の尾花沢市給与規則の技能労務職給料

表の適用を受けていた者でその受けていた給料月額が６９号給から１２８号給ま

でであったもの 

⑹ 平成２７年４月以後の尾花沢市給与規則の技能労務職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑺ 前各号に掲げる者に準ずるものとして尾花沢市長の定めるもの 

第９号区分  第３号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 

南
陽
市 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている南陽市一般職の職員の給与に関する条

例（以下「施行日以後の南陽市給与条例」という。）の行政職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されていた南陽市企業職員の給与の支給に関する

規程（以下「施行日以後の南陽市水道事業企業訓令」という。）の企業職給料表（１）

の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして南陽市長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の南陽市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の南陽市給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもの 

⑶ 施行日以後の南陽市水道事業企業訓令の企業職給料表（１）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして南陽市長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の南陽市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の南陽市給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑶ 平成１８年４月１日以後適用されていた南陽市技能労務職員の給与に関する規

則（以下「施行日以後の南陽市給与規則」という。）の技能労務職給料表の適用を

受けていた者でその受けていた給料月額が１４７号給以上であったもの 

⑷ 施行日以後の南陽市水道事業企業訓令の企業職給料表（１）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑸ 施行日以後の南陽市水道事業企業訓令の企業職給料表（２）の適用を受けてい

た者でその受けていた給料月額が１４７号給以上であったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして南陽市長の定めるもの 



 

 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の南陽市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の南陽市給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級又は４級であったもの 

⑶ 施行日以後の南陽市給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその

受けていた給料月額が９７号給から１４６号給までであったもの 

⑷ 施行日以後の南陽市水道事業企業訓令の企業職給料表（１）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑸ 施行日以後の南陽市水道事業企業訓令の企業職給料表（２）の適用を受けてい

た者でその受けていた給料月額が９７号給から１４６号給までであったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして南陽市長の定めるもの 

第９号区分  第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 

山
辺
町 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている山辺町一般職の職員の給与に関する条

例（以下「施行日以後の山辺町給与条例」という。）の行政職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして山辺町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の山辺町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして山辺町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の山辺町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている山辺町技能労務職員の給与に関する規

則（以下「施行日以後の山辺町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして山辺町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の山辺町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の山辺町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその

属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして山辺町長の定めるもの 

第９号区分  第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 

中
山
町 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている中山町の一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の中山町給与条例」という。）の行政職給料表の適用を受

けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして中山町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の中山町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして中山町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の中山町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている中山町技能労務職員の給与に関する規

則（以下「施行日以後の中山町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして中山町長の定めるもの 



 

 

西
川
町 

第４号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている西川町一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の西川町給与条例」という。）の医療職給料表（１）の

適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして西川町長の定めるもの 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の西川町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の西川町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 施行日以後の西川町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして西川町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の中山町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の中山町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその

属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして中山町長の定めるもの 

第９号区分  第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 

河
北
町 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている河北町一般職の職員の給与に関する条

例（以下「施行日以後の河北町給与条例」という。）の行政職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして河北町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の河北町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして河北町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の河北町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている河北町技能労務職員の給与に関する規

則（以下「施行日以後の河北町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が２級であったもののうちその受けていた給

料月額が２５号給以上であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして河北町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の河北町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の河北町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその

属する職務の級が２級であったもの（第７号区分の項第２号に掲げる者を除く。） 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして河北町長の定めるもの 

第９号区分  第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 



 

 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の西川町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の西川町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもののうち西川町長の定めるもの 

⑶ 施行日以後の西川町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑷ 施行日以後の西川町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして西川町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の西川町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の西川町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもの（第６号区分の項第２号に掲げる者を除

く。） 

⑶ 施行日以後の西川町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑷ 施行日以後の西川町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑸ 平成１８年４月１日以後適用されている西川町技能労務職員に関する規則（以

下「施行日以後の西川町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして西川町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の西川町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の西川町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１級であったもののうち西川町長が定めるもの 

⑶ 施行日以後の西川町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑷ 施行日以後の西川町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑸ 施行日以後の西川町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして西川町長の定めるもの 

第９号区分 
 第４号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

朝
日
町 

第４号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている朝日町一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の朝日町給与条例」という。）の医療職給料表（１）の

適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして朝日町長の定めるもの 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の朝日町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の朝日町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして朝日町長の定めるもの 



 

 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の朝日町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の朝日町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１級であったもの 

⑶ 施行日以後の朝日町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑷ 施行日以後の朝日町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして朝日町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の朝日町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の朝日町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑶ 施行日以後の朝日町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑷ 平成１８年４月１日以後適用されている朝日町技能労務職員の給与に関する

規則（以下「施行日以後の朝日町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適

用を受けていた者でその受けていた給料月額が１４５号給以上であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして朝日町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の朝日町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の朝日町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 施行日以後の朝日町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑷ 施行日以後の朝日町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が７７号給から１４４号給までであったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして朝日町長の定めるもの 

第９号区分 
 第４号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

大
江
町 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている大江町一般職の職員の給与に関する

条例（昭和４５年大江町条例第５号。以下「施行日以後の大江町給与条例」とい

う。）の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であっ

たもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして大江町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の大江町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして大江町長の定めるもの 



 

 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の大江町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている大江町技能労務職員の給与に関する

規則（以下「施行日以後の大江町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適

用を受けていた者でその属する職務の級が２級であったもののうちその受けて

いた給料月額が２８号給以上であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして大江町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の大江町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の大江町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１級であったもののうち受けていた給料月額が１００号給

以上であったもの又は２級であったもの（第７号区分の項第２号に掲げる者を除

く。） 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして大江町長の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

大
石
田
町 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている大石田町一般職の職員の給与に関す

る条例（以下「施行日以後の大石田町給与条例」という。）の行政職給料表の適

用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして大石田町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の大石田町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその

属する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして大石田町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の大石田町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその

属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日から令和元年１２月３１日までの間において適用されて

いた大石田町技能労務職員の給与に関する規則（以下「平成１８年４月以後令和

元年１２月以前の大石田町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適用を受

けていた者でその受けていた給料月額が１４５号給以上であったもの 

⑶ 令和２年１月１日以後適用されている大石田町技能労務職員の給与に関する

規則（以下「令和２年１月以後の大石田町給与規則」という。）の技能労務職給

料表の適用を受けていた者でその受けていた給料月額が１４９号給以上であっ

たもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして大石田町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の大石田町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその

属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 平成１８年４月以後令和元年１２月以前の大石田町給与規則の技能労務職給

料表の適用を受けていた者でその受けていた給料月額が８５号給から１４４号

給までであったもの 

⑶ 令和２年１月以後の大石田町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けてい

た者でその受けていた給料月額が８５号給から１４８号給までであったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして大石田町長の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 



 

 

金
山
町 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている金山町一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の金山町給与条例」という。）の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の金山町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして金山町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の金山町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の金山町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもの 

⑶ 施行日以後の金山町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして金山町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の金山町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の金山町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑶ 施行日以後の金山町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑷ 平成１８年４月１日以後適用されている金山町技能労務職員に関する規則（以

下「施行日以後の金山町給与規則」という。）の技能労務職給料表（１）の適用

を受けていた者でその受けていた給料月額が１４１号給以上であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして金山町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の金山町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の金山町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級又は４級であったもの 

⑶ 施行日以後の金山町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑷ 施行日以後の金山町給与規則の技能労務職給料表（１）の適用を受けていた者

でその受けていた給料月額が８１号給から１４０号給までであったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして金山町長の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

最
上
町 

第４号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている最上町一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の最上町給与条例」という。）の医療職給料表（１）の

適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして最上町長の定めるもの 



 

 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の最上町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の最上町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもの 

⑶ 施行日以後の最上町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもののうち管理職手当の支給を受けていたも

の 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして最上町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の最上町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の最上町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１級であったもの 

⑶ 施行日以後の最上町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもの 

⑷ 施行日以後の最上町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの（第５号区分の項第３号に掲げる者を除

く。） 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして最上町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の最上町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の最上町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑶ 施行日以後の最上町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑷ 平成１８年４月１日以後適用されている最上町技能労務職員に関する規則（以

下「施行日以後の最上町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適用を受け

ていた者でその受けていた給料月額が１３３号給以上であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして最上町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の最上町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の最上町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級又は４級であったもの 

⑶ 施行日以後の最上町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑷ 施行日以後の最上町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が７７号給から１３２号給までであったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして最上町長の定めるもの 

第９号区分 
 第４号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

舟
形
町 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている舟形町一般職の給与に関する条例（以

下「施行日以後の舟形町給与条例」という。）の行政職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして舟形町長の定めるもの 



 

 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の舟形町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして舟形町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の舟形町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている舟形町技能労務職員に関する規則（以

下「施行日以後の舟形町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適用を受け

ていた者でその受けていた給料月額が１３８号給以上であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして舟形町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の舟形町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の舟形町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が９６号給から１３７号給までであったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして舟形町長の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

真
室
川
町 

第４号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている真室川町一般職の職員の給与に関す

る条例（以下「施行日以後の真室川町給与条例」という。）の医療職給料表（１）

の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして真室川町長の定めるもの 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の真室川町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその

属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の真室川町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 平成１８年４月１日以後適用されている真室川町教育委員会職員の給与、勤務

時間、その他勤務条件に関する条例第２条の規定によりその例によることとされ

た山形県職員等の給与に関する条例の適用を受ける市町村立小中学校の校長又

は教員に適用された同条例の教育職給料表（２）（以下「施行日以後の真室川町

条例により例によることとされた山形県給与条例の教育職給料表（２）」という。）

の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑷ 施行日以後の真室川町条例により例によることとされた山形県給与条例の教

育職給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であったも

ののうち真室川町長が定めるもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして真室川町長の定めるもの 



 

 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の真室川町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその

属する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の真室川町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が２級であったもののうち管理職手当の支給を受けていた

もの 

⑶ 施行日以後の真室川町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が５級であったもののうち管理職手当の支給を受けていた

もの 

⑷ 施行日以後の真室川町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が５級であったもの 

⑸ 施行日以後の真室川町条例により例によることとされた山形県給与条例の教

育職給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級（第５号区

分の者を除く。）であったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして真室川町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行以後の真室川町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の真室川町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が２級であったもの（第６号区分の項第２号に掲げる者を除

く。） 

⑶ 施行日以後の真室川町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が５級であったもの（第６号区分の項第３号に掲げる者を除

く。） 

⑷ 施行日以後の真室川町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が４級であったもの 

⑸ 施行日以後の真室川町条例により例によることとされた山形県給与条例の教

育職給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であったも

ののうち在職年数が１８年以上のもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして真室川町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の真室川町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその

属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の真室川町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が１級であったもののうち管理職手当の支給を受けていた

もの 

⑶ 施行日以後の真室川町条例により例によることとされた山形県給与条例の教

育職給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であったも

の（第７号区分の項第５号に掲げる者を除く。）のうち在職年数が９年以上のも

の 

⑷ 施行日以後の真室川町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が３級であったもの 

⑸ 施行日以後の真室川町条例により例によることとされた山形県給与条例の教

育職給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であったも

の（第７号区分の項第５号に掲げる者を除く。）のうち在職年数が９年以上のも

の 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして真室川町長の定めるもの 



 

 

第９号区分 
 第４号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

鮭
川
村 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている鮭川村一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の鮭川村給与条例」という。）の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして鮭川村長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の鮭川村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして鮭川村長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の鮭川村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして鮭川村長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の鮭川村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして鮭川村長の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

戸
沢
村 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている戸沢村一般職の職員給与に関する条

例（以下「施行日以後の戸沢村給与条例」という。）の行政職給料表の適用を受

けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の戸沢村給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 平成１８年４月１日以後適用されている戸沢村教育委員会職員の給与、勤務時

間、その他の勤務条件に関する条例第２条の規定により例によることとされた山

形県職員等の給与に関する条例の適用を受ける市町村立小中学校の校長又は教

員に適用された同条例の教育職給料表（２）（以下「施行日以後の戸沢村条例に

より例によることとされた山形県給与条例の教育職給料表（２）」という。）の適

用を受けていた者でその属する職務の級が４級以上であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして戸沢村長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の戸沢村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の戸沢村給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもののうち管理職手当の支給を受けていたも

の 

⑶ 施行日以後の戸沢村給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもののうち管理職手当の支給を受けていたも

の 

⑷ 施行日以後の戸沢村条例により例によることとされた山形県給与条例の教育

職給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑸ 平成１８年４月１日以後適用されている戸沢村技能労務職員の給与に関する

規則（以下「施行日以後の戸沢村給与規則」という。）の技能労務職給料表の適

用を受けていた者でその受けていた給料月額が１９０号給以上であったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして戸沢村長の定めるもの 



 

 

第７号区分 

⑴施行日以後の戸沢村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が４級であったもの  

⑵ 施行日以後の戸沢村給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもの（第６号区分の項第２号に掲げる者を除

く。） 

⑶ 施行日以後の戸沢村給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの（第６号区分の項第３号に掲げる者を除

く。） 

⑷ 施行日以後の戸沢村給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑸ 施行日以後の戸沢村条例により例によることとされた山形県給与条例の教育

職給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であったもの

のうち期末手当基礎額算定に係る加算割合が１００分の１０であったもの 

⑹ 施行日以後の戸沢村給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が１４５号給から１８９号給までであったもの 

⑺ 前各号に掲げる者に準ずるものとして戸沢村長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の戸沢村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の戸沢村給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１級であったもののうち管理職手当の支給を受けていたも

の 

⑶ 施行日以後の戸沢村給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもののうち経験年数が１５年以上であったも

の又は３級若しくは４級であったもの 

⑷ 施行日以後の戸沢村給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもののうちその在級期間が３６０月を超える

もの又は３級であったもの 

⑸ 施行日以後の戸沢村条例により例によることとされた山形県給与条例の教育

職給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であったもの

（第７号区分の項第５号に掲げる者を除く。）のうち期末手当基礎額算定に係る

加算割合が１００分の５であったもの 

⑹ 施行日以後の戸沢村給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が８９号給から１４４号給までであったもの 

⑺ 前各号に掲げる者に準ずるものとして戸沢村長の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

大
蔵
村 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている大蔵村一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の大蔵村給与条例」という。）の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の大蔵村給与条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして大蔵村長の定めるもの 



 

 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の大蔵村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の大蔵村給与条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもののうち管理職手当の支給を受けていたも

の 

⑶ 施行日以後の大蔵村給与条例の医療職給料表（二）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもののうち管理職手当の支給を受けていたも

の 

⑷ 施行日以後の大蔵村給与条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして大蔵村長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の大蔵村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の大蔵村給与条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもの（第６号区分の項第２号に掲げる者を除

く。） 

⑶ 施行日以後の大蔵村給与条例の医療職給料表（二）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの（第６号区分の項第３号に掲げる者を除

く。） 

⑷ 施行日以後の大蔵村給与条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑸ 平成１８年４月１日以後適用されている大蔵村技能労務職員の給与に関する

規則（以下「施行日以後の大蔵村給与規則」という。）の技能労務職給料表の適

用を受けていた者でその受けていた給料月額が１５７号給以上であったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして大蔵村長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の大蔵村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の大蔵村給与条例の医療職給料表（一）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１級であったもののうち管理職手当の支給を受けていたも

の 

⑶  施行日以後の大蔵村給与条例の医療職給料表（二）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が２級であったもののうちその在級期間が１２０月を超え

るもの又は３級若しくは４級であったもの 

⑷ 施行日以後の大蔵村給与条例の医療職給料表（三）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったものののうちその在級期間が３６０月を超え

るもの又は３級であったもの 

⑸ 施行日以後の大蔵村給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が９３号給から１５６号給までであったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして大蔵村長の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 



 

 

高
畠
町 

第４号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている高畠町一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の高畠町給与条例」という。）の医療職給料表（１）の

適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 高畠町病院企業職員の給与に関する規程（平成２１年高畠町病院事業管理規程

第５号。以下「高畠町病院給与規程」という。）の病院医療職給料表（１）の適

用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして高畠町長等（高畠町病院給与規程の適用

を受けていた者にあっては高畠町病院事業管理者をいい、他の者にあっては高畠

町長をいう。以下同じ。）の定めるもの 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の高畠町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が６級であったもの 

⑵ 高畠町病院給与規程の病院企業行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が６級であったもの 

⑶ 施行日以後の高畠町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑷ 高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（１）の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑸ 令和５年４月１日以後の高畠町病院給与規程の医療職給料表（２）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑹ 施行日以後の高畠町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもの 

⑺ 高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（３）の適用を受けていた者でその属

する職務の級が６級であったもの 

⑻ 前各号に掲げる者に準ずるものとして高畠町長等の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の高畠町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 高畠町病院給与規程の病院企業行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑶ 施行日以後の高畠町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもののうち高畠町長が定めるもの又は６級で

あったもの 

⑷ 令和５年３月３１日以前の高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（２）の適

用を受けていた者でその属する職務の級が５級であったもののうち高畠町病院

事業管理者が定めるもの又は６級であったもの 

⑸ 令和５年４月１日以後の高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（２）の適用

を受けていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑹ 施行日以後の高畠町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもののうち高畠町長が定めるもの 

⑺ 令和５年３月３１日以前の高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（３）の適

用を受けていた者でその属する職務の級が５級であったもののうち高畠町病院

事業管理者が定めるもの 

⑻ 令和５年４月１日以後の高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（３）の適用

を受けていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑼ 前各号に掲げる者に準ずるものとして高畠町長等の定めるもの 



 

 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の高畠町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 高畠町病院給与規程の病院企業行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑶ 施行日以後の高畠町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもの 

⑷ 高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（１）の適用を受けていた者でその属

する職務の級が２級であったもの 

⑸ 施行日以後の高畠町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの（第６号区分の項第３号に掲げる者を除

く。） 

⑹ 令和５年３月３１日以前の高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（２）の適

用を受けていた者でその属する職務の級が５級であったもの（第６号区分の項第

４号に掲げる者を除く。） 

⑺ 令和５年４月１日以後の高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（２）の適用

を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑻ 施行日以後の高畠町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級又は５級であったもの（第６号区分の項第６号に掲げる

者を除く。） 

⑼ 令和５年３月３１日以前の高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（３）の適

用を受けていた者でその属する職務の級が４級又は５級であったもの（第６号区

分の項第７号に掲げる者を除く。） 

⑽ 令和５年４月１日以後の高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（３）の適用

を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑾ 平成１８年４月１日以後適用されている高畠町技能労務職員の給与に関する

規則（以下「施行日以後の高畠町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適

用を受けていた者でその受けていた給料月額が１４５号給以上であったもの 

⑿ 高畠町病院給与規程の病院企業技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が１４５号給以上であったもの 

⒀ 高畠町病院給与規程の病院企業介護職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⒁ 前各号に掲げる者に準ずるものとして高畠町長等の定めるもの 



 

 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の高畠町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 高畠町病院給与規程の病院企業行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑶ 施行日以後の高畠町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級又は４級であったもの 

⑷ 令和５年３月３１日以前の高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（２）の適

用を受けていた者でその属する職務の級が３級又は４級であったもの 

⑸ 令和５年４月１日以後の高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（２）の適用

を受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑹ 施行日以後の高畠町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもののうち高畠町長が定めるもの 

⑺ 令和５年３月３１日以前の高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（３）の適

用を受けていた者でその属する職務の級が３級であったもののうち高畠町病院

事業管理者が定めるもの 

⑻ 令和５年４月１日以後の高畠町病院給与規程の病院医療職給料表（３）の適用

を受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑼ 施行日以後の高畠町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が９９号給から１４４号給までであったもの 

⑽ 高畠町病院給与規程の病院企業技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が９９号給から１４４号給までであったもの 

⑾ 高畠町病院給与規程の病院企業介護職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑿ 前各号に掲げる者に準ずるものとして高畠町長等の定めるもの 

第９号区分 
 第４号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

川
西
町 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている川西町一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の川西町給与条例」という。）の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして川西町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の川西町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の川西町給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が６級であったもの 

⑶ 平成１８年４月１日以後適用されている川西町技能労務職員の給与に関する

規則（以下「施行日以後の川西町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適

用を受けていた者でその受けていた給料月額が１８６号給以上であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして川西町長の定めるもの 



 

 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の川西町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の川西町給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑶ 施行日以後の川西町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が１４５号給から１８５号給までであったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして川西町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の川西町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の川西町給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級又は４級であったもの 

⑶ 施行日以後の川西町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が９１号給から１４４号給までであったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして川西町長の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

小
国
町 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている小国町一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の小国町給与条例」という。）の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の小国町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑶ 平成１８年４月１日以後適用されている小国町企業職員の給与の支給に関す

る規程（以下「施行日以後の小国町企業職員給与規程」という。）の企業職給料

表（１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして小国町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の小国町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の小国町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 施行日以後の小国町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑷ 施行日以後の小国町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑸ 施行日以後の小国町企業職員給与規程の企業職給料表（１）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして小国町長の定めるもの 



 

 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の小国町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の小国町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもの 

⑶ 施行日以後の小国町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑷ 施行日以後の小国町企業職員給与規程の企業職給料表（１）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして小国町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の小国町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の小国町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１級であったもの 

⑶ 施行日以後の小国町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級又は４級であったもの 

⑷ 施行日以後の小国町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑸ 施行日以後の小国町給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑹ 施行日以後の小国町企業職員給与規程の企業職給料表（１）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑺ 施行日以後の小国町企業職員給与規程の企業職給料表（２）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が２級であったもののうち小国町長の定めるもの 

⑻ 平成１８年４月１日以後適用されている小国町技能労務職員に関する規則の

技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であった

もののうち小国町長の定めるもの 

⑼ 前各号に掲げる者に準ずるものとして小国町長の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

白
鷹
町 

第３号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている白鷹町病院事業等職員の給与の支給

に関する規程（以下「施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程」という。）の医

療職給料表（１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級であったも

の 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして白鷹町長の定めるもの 

第４号区分 

⑴ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の医療職給料表（１）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして白鷹町長の定めるもの 



 

 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている白鷹町一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の白鷹町給与条例」という。）の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の事務職給料表の適用を受けていた

者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑶ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の医療職給料表（１）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑷ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の医療職給料表（２）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑸ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の医療職給料表（３）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が５級であったもののうち管理職手当の支給割合

が１００分の１０であったもの又は６級であったもの 

⑹ 平成１８年４月１日以後適用されている白鷹町水道事業職員の給与の支給に

関する規程（以下「施行日以後の白鷹町水道事業給与規程」という。）の水道事

業企業職給料表（１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であっ

たもの 

⑺ 前各号に掲げる者に準ずるものとして白鷹町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の白鷹町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の事務職給料表の適用を受けていた

者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑶ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の医療職給料表（２）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑷ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の医療職給料表（３）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が５級であったもの（第５号区分の項第４号に掲げ

る者を除く。） 

⑸ 施行日以後の白鷹町水道事業給与規程の水道事業企業職給料表（１）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして白鷹町長の定めるもの 



 

 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の白鷹町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の事務職給料表の適用を受けていた

者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑶ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の医療職給料表（１）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が２級であったもの 

⑷ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の医療職給料表（２）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑸ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の医療職給料表（３）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑹ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の技能労務職給料表の適用を受けて

いた者でその受けていた給料月額が１５７号給以上であったもの 

⑺ 施行日以後の白鷹町水道事業給与規程の水道事業企業職給料表（１）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑻ 施行日以後の白鷹町水道事業給与規程の水道事業企業職給料表（２）の適用を

受けていた者でその受けていた給料月額が１５７号給以上であったもの 

⑼ 平成８年４月１日以後適用されている白鷹町技能労務職員に関する規則（以下

「施行日以後の白鷹町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適用を受けて

いた者でその受けていた給料月額が１５７号給以上であったもの 

⑽ 前各号に掲げる者に準ずるものとして白鷹町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の白鷹町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の事務職給料表の適用を受けていた

者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の医療職給料表（２）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑷ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の医療職給料表（３）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑸ 施行日以後の白鷹町病院事業等管理規程の技能労務職給料表の適用を受けて

いた者でその受けていた給料月額が８９号給から１５６号給までであったもの 

⑹ 施行日以後の白鷹町水道事業給与規程の水道事業企業職給料表（１）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑺ 施行日以後の白鷹町水道事業給与規程の水道事業企業職給料表（２）の適用を

受けていた者でその受けていた給料月額が８９号給から１５６号給までであっ

たもの 

⑻ 施行日以後の白鷹町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が８９号給から１５６号給までであったもの 

⑼ 前各号に掲げる者に準ずるものとして白鷹町長の定めるもの 

第９号区分 
 第４号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 



 

 

飯
豊
町 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている飯豊町一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の飯豊町給与条例」という。）の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の飯豊町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑶ 施行日以後の飯豊町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもの 

⑷ 施行日以後の飯豊町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が６級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして飯豊町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の飯豊町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の飯豊町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 施行日以後の飯豊町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして飯豊町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の飯豊町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の飯豊町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもの 

⑶ 施行日以後の飯豊町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が５級であったもの 

⑷ 施行日以後の飯豊町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

⑸ 平成１８年４月１日以後適用されている飯豊町技能労務職員に関する規則（以

下「施行日以後の飯豊町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適用を受け

ていた者でその受けていた給料月額が８３号給以上であったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして飯豊町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の飯豊町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の飯豊町給与条例の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１級であったもの 

⑶ 施行日以後の飯豊町給与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級又は４級であったもの 

⑷ 施行日以後の飯豊町給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑸ 施行日以後の飯豊町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が４２号給から８２号給までであったもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして飯豊町長の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 



 

 

三
川
町 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている三川町一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の三川町給与条例」という。）の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして三川町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の三川町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして三川町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の三川町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている三川町技能労務職員に関する規則（以

下「施行日以後の三川町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適用を受け

ていた者でその受けていた給料月額が１５０号給以上であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして三川町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の三川町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の三川町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の受けていた給料月額が８２号給から１４９号給までであったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして三川町長の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

遊
佐
町 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている遊佐町一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の遊佐町給与条例」という。）の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして遊佐町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の遊佐町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして遊佐町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の遊佐町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている遊佐町技能労務職員の給与に関する

規則（以下「施行日以後の遊佐町給与規則」という。）の技能労務職給料表の適

用を受けていた者でその属する職務の級が３級であったもののうちその受けて

いた給料月額が５７号給以上であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして遊佐町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の遊佐町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の遊佐町給与規則の能労務職給料表の適用を受けていた者でその

属する職務の級が２級又は３級であったもの（第７号区分の項第２号に掲げる者

を除く。） 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして遊佐町長の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 



 

 

庄
内
町 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている庄内町一般職の職員の給与に関する

条例（以下「施行日以後の庄内町給与条例」という。）の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして庄内町長の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の庄内町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして庄内町長の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の庄内町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されている庄内町技能労務職員の給与等に関す

る規則（以下「施行日以後の庄内町給与規則」という。）の技能労務職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして庄内町長の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の庄内町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属

する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の庄内町給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして庄内町長の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

山
形
県
消
防
補
償
等
組
合 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている山形県消防補償等組合一般職の職員

の給与及び旅費に関する条例第２条の規定により準用する山形県職員等の給与

に関する条例の行政職給料表（以下「施行日以後の山形県消防補償等組合条例に

より準用することとされた山形県給与条例の行政職給料表」という。）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして山形県消防補償等組合組合長の定めるも

の 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の山形県消防補償等組合条例により準用することとされた山形県

給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級で

あったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして山形県消防補償等組合組合長の定めるも

の 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の山形県消防補償等組合条例により準用することとされた山形県

給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級で

あったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして山形県消防補償等組合組合長の定めるも

の 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の山形県消防補償等組合条例により準用することとされた山形県

給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級で

あったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして山形県消防補償等組合組合長の定めるも

の 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 



 

 

山
形
県
自
治
会
館
管
理
組
合 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている山形県自治会館管理組合の一般職の

職員の給与に関する条例の規定に基づき準用する山形県職員等の給与に関する

条例の行政職給料表（以下「施行日以後の山形県自治会館管理組合条例により準

用することとされた山形県給与条例の行政職給料表」という。）の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして山形県自治会館管理組合管理者の定める

もの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の山形県自治会館管理組合条例により準用することとされた山形

県給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級

であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして山形県自治会館管理組合管理者の定める

もの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の山形県自治会館管理組合条例により準用することとされた山形

県給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級

であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして山形県自治会館管理組合管理者の定める

もの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の山形県自治会館管理組合条例により準用することとされた山形

県給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級

であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして山形県自治会館管理組合管理者の定める

もの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

東
根
市
外
二
市
一
町
共
立
衛
生
処
理
組
合 

第４号区分 

⑴ 平成１８年４月１日から平成２８年３月３１日までの間において適用されて

いた東根市外二市一町共立衛生処理組合一般職の職員の給与に関する条例第２

条及び平成２８年４月１日以後適用されている同条例第３条の規定により例に

よることとされる東根市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員

に適用される同条例の行政職給料表（以下「施行日以後の例によることとされた

東根市給与条例の行政職給料表」という。）の適用を受けていた者でその属する

職務の級が７級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして東根市外二市一町共立衛生処理組合管理

者の定めるもの 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の例によることとされた東根市給与条例の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして東根市外二市一町共立衛生処理組合管理

者の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の例によることとされた東根市給与条例の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして東根市外二市一町共立衛生処理組合管理

者の定めるもの 



 

 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の例によることとされた東根市給与条例の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして東根市外二市一町共立衛生処理組合管理

者の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の例によることとされた東根市給与条例の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして東根市外二市一町共立衛生処理組合管理

者の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

北
村
山
公
立
病
院
組
合 

第４号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている北村山公立病院一般職の職員の給与

に関する条例（以下「施行日以後の北村山公立病院組合給与条例」という。）の

医療職給料表（１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であった

もの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして北村山公立病院組合管理者の定めるもの 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の北村山公立病院組合給与条例の行政職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の北村山公立病院組合給与条例の医療職給料表（１）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 施行日以後の北村山公立病院組合給与条例の医療職給料表（２）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑷ 施行日以後の北村山公立病院組合給与条例の医療職給料表（３）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして北村山公立病院組合管理者の定めるも

の 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の北村山公立病院組合給与条例の行政職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の北村山公立病院組合給与条例の医療職給料表（３）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして北村山公立病院組合管理者の定めるも

の 



 

 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の北村山公立病院組合給与条例の行政職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の北村山公立病院組合給与条例の医療職給料表（１）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が２級であったもの 

⑶ 施行日以後の北村山公立病院組合給与条例の医療職給料表（２）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑷ 施行日以後の北村山公立病院組合給与条例の医療職給料表（３）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑸ 平成１８年４月１日以後適用されている北村山公立病院技能労務職員の給与

等に関する規則（以下「施行日以後の北村山公立病院組合給与規則」という。）

の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であっ

たもの 

⑹ 前各号に掲げる者に準ずるものとして北村山公立病院組合管理者の定めるも

の 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の北村山公立病院組合給与条例の行政職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の北村山公立病院組合給与条例の医療職給料表（２）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が３級又は４級であったもの 

⑶ 施行日以後の北村山公立病院組合給与条例の医療職給料表（３）の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑷ 施行日以後の北村山公立病院組合給与規則の技能労務職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が２級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして北村山公立病院組合管理者の定めるも

の 

第９号区分 
 第４号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

最
上
川
中
部
水
道
企
業
団 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている最上川中部水道企業団職員の給与に

関する規程（以下「施行日以後の最上川中部水道企業団給与規程」という。）の

企業職給料表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であった

もの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして最上川中部水道企業団企業長の定めるも

の 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の最上川中部水道企業団給与規程の企業職給料表（一）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして最上川中部水道企業団企業長の定めるも

の 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の最上川中部水道企業団給与規程の企業職給料表（一）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の最上川中部水道企業団給与規程の企業職給料表（二）の適用を受

けていた者でその受けていた給料月額が１３３号給以上であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして最上川中部水道企業団企業長の定める

もの 



 

 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の最上川中部水道企業団給与規程の企業職給料表（一）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の最上川中部水道企業団給与規程の企業職給料表（二）の適用を受

けていた者でその受けていた給料月額が８１号給から１３２号給までであった

もの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして最上川中部水道企業団企業長の定める

もの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

最
上
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている最上広域市町村圏事務組合一般職の

職員の給与に関する条例（以下「施行日以後の最上広域市町村圏事務組合給与条

例」という。）の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が６

級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日以後適用されていた最上広域市町村圏事務組合教育委員

会教育職員の給与、勤務時間その他の条件に関する条例第２条の規定により例に

よることとされた山形県職員等の給与に関する条例の適用を受ける市町村立小

中学校の校長又は教員に適用された同条例の教育職給料表（２）（以下「施行日

以後の最上広域市町村圏事務組合条例により例によることとされた山形県給与

条例の教育職給料表（２）」という。）の適用を受けていた者でその属する職務の

級が４級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして最上広域市町村圏事務組合理事長の定

めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の最上広域市町村圏事務組合給与条例の行政職給料表の適用を受

けていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の最上広域市町村圏事務組合条例により例によることとされた山

形県給与条例の教育職給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が３級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして最上広域市町村圏事務組合理事長の定

めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の最上広域市町村圏事務組合給与条例の行政職給料表の適用を受

けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の最上広域市町村圏事務組合条例により例によることとされた山

形県給与条例の教育職給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が２級であったもののうち期末手当基礎額算定に係る加算割合が１００分の１

０であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして最上広域市町村圏事務組合理事長の定

めるもの 



 

 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の最上広域市町村圏事務組合給与条例の行政職給料表の適用を受

けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の最上広域市町村圏事務組合条例により例によることとされた山

形県給与条例の教育職給料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の級

が２級であったもの（第７号区分の項第２号に掲げる者を除く。）のうち期末手

当基礎額算定に係る加算割合が１００分の５であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして最上広域市町村圏事務組合理事長の定

めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

置
賜
広
域
行
政
事
務
組
合 

第４号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている置賜広域行政事務組合一般職の職員

の給与に関する条例（以下「施行日以後の置賜広域行政事務組合給与条例」とい

う。）の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が７級であっ

たもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして置賜広域行政事務組合理事長の定めるも

の 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の置賜広域行政事務組合給与条例の行政職給料表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして置賜広域行政事務組合理事長の定めるも

の 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の置賜広域行政事務組合給与条例の行政職給料表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして置賜広域行政事務組合理事長の定めるも

の 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の置賜広域行政事務組合給与条例の行政職給料表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日から平成１９年１２月３１日までの間において適用され

ていた置賜広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則（以下「平成１８

年４月以後平成１９年１２月以前の置賜広域行政事務組合給与規則」という。）

の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその受けていた給料月額が１３３

号給から１７７号給までであったもの 

⑶ 平成２０年１月１日以後適用されている置賜広域行政事務組合技能労務職員

の給与に関する規則（以下「平成２０年１月以後の置賜広域行政事務組合給与規

則」という。）の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその受けていた給料

月額が１４０号給以上であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして置賜広域行政事務組合理事長の定める

もの 



 

 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の置賜広域行政事務組合給与条例の行政職給料表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 平成１８年４月以後平成１９年１２月以前の置賜広域行政事務組合給与規則

の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその受けていた給料月額が８９号

給から１３２号給までであったもの 

⑶ 平成２０年１月以後の置賜広域行政事務組合給与規則の技能労務職給料表の

適用を受けていた者でその受けていた給料月額が９０号給から１３９号給まで

であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして置賜広域行政事務組合理事長の定める

もの 

第９号区分 
 第４号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

西
村
山
広
域
行
政
事
務
組
合 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている西村山広域行政事務組合一般職の職

員の給与に関する条例（以下「施行日以後の西村山広域行政事務組合給与条例」

という。）の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級で

あったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして西村山広域行政事務組合理事長の定める

もの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の西村山広域行政事務組合給与条例の行政職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の西村山広域行政事務組合給与条例の医療職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして西村山広域行政事務組合理事長の定め

るもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の西村山広域行政事務組合給与条例の行政職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の西村山広域行政事務組合給与条例の医療職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして西村山広域行政事務組合理事長の定め

るもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の西村山広域行政事務組合給与条例の行政職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の西村山広域行政事務組合給与条例の医療職給料表の適用を受け

ていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして西村山広域行政事務組合理事長の定め

るもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 



 

 

北
村
山
広
域
行
政
事
務
組
合 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている北村山広域行政事務組合一般職の職

員の給与に関する条例第４条の規定により例によることとされた村山市一般職

の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に適用された同条例の行政職給

料表（以下「施行日以後の例によることとされた村山市給与条例の行政職給料表」

という。）の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして北村山広域行政事務組合管理者の定める

もの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の例によることとされた村山市給与条例の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして北村山広域行政事務組合管理者の定める

もの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の例によることとされた村山市給与条例の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして北村山広域行政事務組合管理者の定める

もの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の例によることとされた村山市給与条例の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして北村山広域行政事務組合管理者の定める

もの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

西
置
賜
行
政
組
合 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている西置賜行政組合一般職の職員の給与

に関する条例（以下「施行日以後の西置賜行政組合給与条例」という。）の行政

職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の西置賜行政組合給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして西置賜行政組合管理者の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の西置賜行政組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の西置賜行政組合給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして西置賜行政組合管理者の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の西置賜行政組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が３級であったもののうち受けていた給料月額が７７号

給以上であったもの若しくは４級であったもの又は平成１８年３月３１日にお

いて施行日前の西置賜行政組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の西置賜行政組合給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑶ 平成１８年４月１日以後適用されている西置賜行政組合技能労務職員の給与

の支給に関する規則（以下「施行日以後の西置賜行政組合給与規則」という。）

の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であっ

たもののうち受けていた給料月額が８１号給以上であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして西置賜行政組合管理者の定めるもの 



 

 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の西置賜行政組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者

でその属する職務の級が２級であったもののうち受けていた給料月額が４１号

給以上であったもの若しくは３級であったもの（第７号区分の項第１号に掲げる

者を除く。）又は平成１８年３月３１日において施行日前の西置賜行政組合給与

条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級若しく

は５級であったもの 

⑵ 施行日以後の西置賜行政組合給与条例の医療職給料表（３）の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑶ 施行日以後の西置賜行政組合給与規則の技能労務職給料表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が１級であったもののうち受けていた給料月額が９

７号給以上であったもの又は２級であったもの（第７号区分の項第３号に掲げる

者を除く。） 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして西置賜行政組合管理者の定めるもの 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

酒
田
地
区
広
域
行
政
組
合 

第４号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている酒田地区広域行政組合一般職の職員

の給与に関する条例（昭和４８年酒田地区消防組合条例第１７号）第２条の規定

により準用される酒田市給与条例の行政職給料表（以下「施行日以後の準用する

こととされた酒田市給与条例の行政職給料表」という。）の適用を受けていた者

でその属する職務の級が７級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして酒田地区広域行政組合管理者の定めるも

の 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の準用することとされた酒田市給与条例の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして酒田地区広域行政組合管理者の定めるも

の 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の準用することとされた酒田市給与条例の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして酒田地区広域行政組合管理者の定めるも

の 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の準用することとされた酒田市給与条例の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成２０年４月１日以後適用されている酒田地区広域行政組合技能労務職員

の給与等に関する規則（平成２０年酒田地区広域行政組合規則第６号）第２条の

規定により準用される酒田市技能労務職員の給与に関する規則の技能職給料表

（以下「平成２０年４月以後の準用することとされた酒田市給与規則の技能職給

料表」という。）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であったも

ののうち受けていた給料月額が３３号給以上であったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして酒田地区広域行政組合管理者の定める

もの 



 

 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の準用することとされた酒田市給与条例の行政職給料表の適用を

受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 平成２０年４月以後の準用することとされた酒田市給与規則の技能職給料表

の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であったもののうち受けて

いた給料月額が４５号給以上であったもの又は３級であったもののうち受けて

いた給料月額が１号給から３２号給までであったもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして酒田地区広域行政組合管理者の定める

もの 

第９号区分 
 第４号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

尾
花
沢
市
大
石
田
町
環
境
衛
生
事
業
組
合 

第５号区分 

⑴ 平成１８年４月１日以後適用されている尾花沢市の条例を準用する条例に基

づき準用する尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の行政職給料表（以下

「施行日以後の準用することとされた尾花沢市給与条例の行政職給料表」とい

う。）の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして尾花沢市大石田町環境衛生事業組合管理

者の定めるもの 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の準用することとされた尾花沢市給与条例の行政職給料表の適用

を受けていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして尾花沢市大石田町環境衛生事業組合管理

者の定めるもの 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の準用することとされた尾花沢市給与条例の行政職給料表の適用

を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 平成１８年４月１日から平成２７年３月３１日までの間において適用されて

いた尾花沢市の規則を準用する規則に基づき準用する尾花沢市技能労務職員の

給与等の支給に関する規則の技能労務職給料表（以下「平成１８年４月以後平成

２７年３月以前の準用することとされた尾花沢市給与規則の技能労務職給料表」

という。）の適用を受けていた者でその受けていた給料月額が１２９号給以上で

あったもの 

⑶ 平成２７年４月１日以後適用されている尾花沢市の規則を準用する規則に基

づき準用する尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の技能労務職

給料表（以下「平成２７年４月以後の準用することとされた尾花沢市給与規則の

技能労務職給料表」という。）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４

級であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして尾花沢市大石田町環境衛生事業組合管

理者の定めるもの 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の準用することとされた尾花沢市給与条例の行政職給料表の適用

を受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 平成１８年４月以後平成２７年３月以前の準用することとされた尾花沢市給

与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその受けていた給料月額が

６９号給から１２８号給までであったもの 

⑶ 平成２７年４月以後の準用することとされた尾花沢市給与規則の技能労務職

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑷ 前３号に掲げる者に準ずるものとして尾花沢市大石田町環境衛生事業組合管

理者の定めるもの 



 

 

第９号区分 
 第５号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

置
賜
広
域
病
院
企
業
団 

第１号区分 

⑴ 平成１８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間において適用されて

いた置賜広域病院組合一般職の職員の給与に関する条例及び平成２９年４月１

日以後適用されている置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程（平成２９年

置賜広域病院企業団管理規程第２５号）（以下「施行日以後の置賜広域病院企業

団給与規程等」という。）の医療職給料表（１）の適用を受けていた者でその属

する職務の級が５級であったもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして置賜広域病院企業団企業長の定めるもの 

第２号区分 

⑴ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（１）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が４級であったもののうち置賜広域病院企業

団企業長の定めるもの 

⑵ 前号に掲げる者に準ずるものとして置賜広域病院企業団企業長の定めるもの 

第３号区分 

⑴ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の行政職給料表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が８級であったもの 

⑵ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（１）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が４級であったもの（第２号区分の項第１項に

掲げる者を除く。）のうち置賜広域病院企業団企業長の定めるもの 

⑶ 前２号に掲げる者に準ずるものとして置賜広域病院企業団企業長の定めるも

の 

第４号区分 

⑴ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の行政職給料表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が７級であったもの 

⑵ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（１）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が４級であったもの（第２号区分の項第１号及

び第３号区分の項第２号に掲げる者を除く。） 

⑶ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（３）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が７級であったもの 

⑷ 前各号に掲げる者に準ずるものとして置賜広域病院企業団企業長の定めるも

の 

第５号区分 

⑴ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の行政職給料表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑵ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（１）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が３級であったもののうち置賜広域病院企業

団企業長の定めるもの 

⑶ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（２）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が６級又は７級であったもの 

⑷ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（３）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が６級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして置賜広域病院企業団企業長の定めるも

の 



 

 

第６号区分 

⑴ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の行政職給料表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑵ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（１）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が３級であったもの（第５号区分の項第２号に

掲げる者を除く。） 

⑶ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（２）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が５級であったもののうち置賜広域病院企業

団企業長の定めるもの 

⑷ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（３）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が５級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして置賜広域病院企業団企業長の定めるも

の 

第７号区分 

⑴ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の行政職給料表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑵ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（１）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が２級であったもののうち置賜広域病院企業

団企業長の定めるもの 

⑶ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（２）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が５級であったもの（第６号区分の項第３号に

掲げる者を除く。） 

⑷ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（３）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が４級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして置賜広域病院企業団企業長の定めるも

の 

第８号区分 

⑴ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の行政職給料表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑵ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（１）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が２級であったもの（第７号区分の項第２号に

掲げる者を除く。） 

⑶ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（２）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が３級又は４級であったもの 

⑷ 施行日以後の置賜広域病院企業団給与規程等の医療職給料表（３）の適用を受

けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして置賜広域病院企業団企業長の定めるも

の 

第９号区分 
 第１号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる

者 

 

 


